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（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
百
二
十
一
条
の
二
又
は
第
一

項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
前
項
の
手
数

料
を
納
付
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
海
難
審
判
庁
の
裁
決
書
の
謄
本
等
交
付
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

海
難
審
判
庁
の
裁
決
書
の
謄
本
等
交
付
手
数
料
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
総
理
庁
令

運
輸
省
令
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
前
項
の
交
付
の
申
請
を

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
と
き
は
、
現
金

を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
海
事
補
佐
人
登
録
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

海
事
補
佐
人
登
録
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
総
理
庁
令

運
輸
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
前
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ

り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
と
き
は
、
現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
通
訳
案
内
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

通
訳
案
内
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
三
条
の
試
験
の
受

験
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
め
る
と
き

は
、
現
金
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
手
数
料
を
機
構
に
納
付
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
試
験
事
務
規
程
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
の
場
合
の
許
可
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
八
条
の
二

令
第
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
現
金
を
も
つ
て
許
可
手
数
料
を
納
め
る
と
き
は
、
同
条
た
だ
し

書
の
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
、
当
該
許
可
手
数
料
を
納
め
る
も
の
と
す
る
。

（
水
先
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

水
先
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運

輸

省

令

経
済
安
定
本
部
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
第
五
条
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
当
該
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
は
、
現
金
を
も
つ

て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
三
十
四
号

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
及
び
関
係

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手

続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

石
原

伸
晃

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

法
令
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
形
図
、
位
置
図
そ
の
他
の
地
図
に
表
示
す
べ
き
位

置
情
報
を
、
行
政
機
関
等
が
指
定
す
る
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
し
、
こ
れ
を
送
信
す
る
と
き
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
っ
た
者
が
当
該
申
請
等
に
係
る
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
は
、
他
の
法
令

に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
、

当
該
手
数
料
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
船
舶
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
舶
法
施
行
細
則
（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

但
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第

三
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
同
項
ニ
規
定
ス
ル
電
子
情
報
処
理
組
織
ヲ
使
用
シ
テ
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織

ニ
依
リ
」
ト
謂
フ
）
前
条
第
一
項
ノ
申
請
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
当
該
申
請
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
因
リ
テ
得
ラ
レ
タ

ル
納
付
情
報
ニ
依
リ
納
付
ス
ル
ト
キ
ハ
現
金
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
条
ノ
二
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

但
電
子
情
報
処
理
組
織
ニ
依
リ
前
条
第
一
項
ノ
測
度
又
ハ
改
測
ノ
申
請
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
当
該
申
請
ヲ

為
シ
タ
ル
コ
ト
ニ
因
リ
テ
得
ラ
レ
タ
ル
納
付
情
報
ニ
依
リ
納
付
ス
ル
ト
キ
ハ
現
金
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
一
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

但
電
子
情
報
処
理
組
織
ニ
依
リ
前
項
各
号
ノ
申
請
又
ハ
請
求
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
テ
当
該
申
請
又
ハ
請
求
ヲ
為
シ

タ
ル
コ
ト
ニ
因
リ
テ
得
ラ
レ
タ
ル
納
付
情
報
ニ
依
リ
納
付
ス
ル
ト
キ
ハ
現
金
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
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